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群馬労働局の取組 トピックス
（年次有給休暇の取得促進、働き方改革への取組み支援、改正育児・介護休業法）

発信者 雇用環境・均等室

〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

① みんなで休暇 夏を楽しみリフレッシュ ～年次有給休暇の計画的付与制度の導入を！～

【事業主の皆様へ】

新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい
働き方・休み方を実践するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資す
る年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き
方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

<働き方・休み方改善ポータルサイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

<年次有給休暇取得促進特設サイト>
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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群馬労働局では「働き方改革推進支援助成金」など、様々な助成金をご用意しています。
助成金の内容、申請方法等のアドバイスを行う「働き方・休み方改善コンサルタント」の配置もしています。
詳しくは、群馬労働局ホームページをご覧ください。

時間外労働の上限設定などに取り組む際に利用可能な助成金

36協定や就業規則等の電子申請の利用方法

新たな働き方（テレワーク・副業等）における労務管理方法

職場の感染症予防に関する対策事例

② ｢働き方改革｣ への取組を支えるため「労働時間相談･支援コーナー」を設置
～「職場の感染予防対策」や「新たな働き方の労務管理方法」についても、ご相談ください！～

労働時間制度全般（変形労働時間制 等)

労働基準法等の改正内容（時間外労働の上限規制 等）

時間外･休日労働協定（36協定）等の記載方法

長時間労働の削減に向けた取組み

このようにお悩みではないですか？
個別訪問によるご相談にも対応していますので、まずは
お気軽に、お近くの労働基準監督署にお問合せ下さい。

●残業時間を減らしたい！
●有給休暇の取得義務化に対応したい！
●電子申請（36協定や就業規則）の方法がわからない！
●感染症予防対策のアドバイスを受けたい！
●テレワークにおける労務管理の方法を知りたい！

～専門の「労働時間相談･支援班」が、以下のようなご相談について、お悩みに沿った解決策をご提案します。～

～働き方関連法が施行されています～

◆ 時間外労働の上限規制 ◆ 年５日の年次有給休暇の取得義務化 ◆ 同一労働同一賃金

◆ ｢労働時間相談・支援コーナー｣は、県内の労働基準監督署に設置しています。

◆ 窓口相談、電話相談も受け付けていますので、お気軽にご相談下さい。

群馬労働局 助成金 検 索

同一労働同一賃金（正規・非正規労働者間の不合理な待遇差の解消）のお問合せ先

群馬労働局 雇用環境・均等室 電話番号 027-896-4739

受付時間：８時３０分～１７時１５分（土･日･祝祭日を除く）
監督署 電話番号 監督署 電話番号

高崎 027-322-4661 太田 0276-45-9920

前橋 027-896-3019 沼田 0278-23-0323

(伊勢崎分庁舎) 0270-25-3363 藤岡 0274-22-1418

桐生 0277-44-3523 中之条 0279-75-3034
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令和3年6月に公布された、改正育児・介護休業法の改正ポイント
は、以下のとおりです。

【施行期日】

【改正の概要】（以下１～５：育児・介護休業法関係、６：雇用保険法関係）
１ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育
児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】
子の出生後８週間以内に４週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを

創設する。
①休業の申出期限については、原則休業の２週間前までとする。 ※現行の育児休業
（１か月前）よりも短縮
②分割して取得できる回数は、２回とする。
③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した
上で休業中に就業することを可能とする。

２ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働
者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
②妊娠・出産（本人又は配偶者）の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周
知及び休業の取得意向の確認のための措置を講ずることを事業主に義務付ける。

３ 育児休業の分割取得
育児休業（１の休業を除く。）について、分割して２回まで取得することを可能とす

る。
４ 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について

公表を義務付ける。
５ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用さ

れた期間が１年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を
締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が１年
未満である労働者を対象から除外することを可能とする。
６ 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
①１及び３の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備する。
②出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保
険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける。

③ 育児・介護休業法が改正されました！

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

【改正の趣旨】
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育
児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休
業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する
個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の
整備等の措置を講ずる。

【施行期日】
〇上記２及び５：令和４年４月１日
〇上記１、３及び６：公布日から１年６月を超えない範囲内で政令で定める日（ただし、６②については公布日か
ら３月を超えない範囲内で政令で定める日）

〇上記４：令和５年４月１日 等

（表面）

（裏面）

育児・介護休業法の詳細について（厚生労働省HP）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html


